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き、腐食、亀裂や基礎の露出はないか
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 コラム：事故発生の要因と未然防止 
 

 事故・災害が発生するメカニズムには疫学的な要因分析と時系列的な分析の

２つの理論があり、これらを理解することが、未然防止につながると考えられ

ています。しかし、理解するだけでなく、教職員や児童生徒等が「危険である」

「ヒヤリとした」「ハッとした」などの感覚を身に付けておくと同時に、その要

因を分析し、改善することの大切さを心にとめておかなければなりません。 

 

 

（疫学的な要因分析） 

 

疫学理論とは事故・災害の原因について探ろうとするもので、複雑な事故・

災害の発生要因を明確に分析する理論です。その理論に「潜在危険論」があり

ます。「潜在危険」とは、ぼんやり見ていたのでは目に付きにくく、うかつな心

構えでは気付きにくい存在で、それが大きくなったり、増加したりすれば事故

の原因に「なりそう」な危険のことです。「心身の状態」「環境」「行動」「服装」

の４つの領域に分けることができ、単独で孤立した状態では事故・災害の発生

には至りません。（例外もあります。）４つの領域の危険とはどの領域も「すぎ

る」ことが危険と考えられます。例えば「心身の状態」であれば、「集中しす

ぎる」「散漫すぎる」など、「環境」では「高すぎる」「低すぎる」など、「服装」

では「長すぎる」「短すぎる」など、「行動」は「無知であったり」「機能未

発達の状態であったり」ということです。これらの４つの潜在危険が重なり合

ったときに、事故・災害の発生に至るという理論から、「未成熟の事故」とも

言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潜在危険論 

心身の状態 

環境 

行動 

服装 

重なる部分で事故が発生する 
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＜緊急時の安全確保＞

項目 具体的な取組内容

不審者情報がある場合
の連絡等の体制

・警察へのパトロール等の要請など速やかな連携
・緊急時の登下校の方法についての対応方針の策定
・保護者やＰＴＡ、学校支援の安全ボランティア等の学校内外の巡回等
  の協力体制の整備及び情報の共有　等

不審者の立ち入りなど
緊急時の体制

・校長、副校長（教頭）または他の教職員への情報伝達、児童生徒等へ
  の注意喚起、避難誘導等に速やかに対応できる体制の確立
・警察、消防署等の関係機関や、教育委員会への通報体制の整備
・緊急時に備えた教職員による安全確保の訓練や児童生徒等の避難訓練
  等の実施
・警備員等を配置している場合、巡回パトロールの効果的な実施と速や
  かな対応ができる体制の整備　等

緊急時の安全確保の
対応

・危険等発生時対処要領に基づいたチェックや対応　等

【家庭や地域社会の協力を得て取り組むべきこと】
＜日常の安全確保＞

項目 具体的な取組内容

家庭への働きかけ
・不審者情報の警察や学校等への速やかな伝達、危険な場所の確認や屋
  外での行事の注意事項の家庭での話し合い　等

学校外の安全確保のた
めの地域の関係団体に
おける取組

・ＰＴＡ、自治会、地域防犯協会、青少年教育団体、地域安全ボラン
  ティア団体等の協力を得ての校区内の危険箇所の点検や「声かけ運
  動」等の取組　等

登下校時、授業中、学
校開放時等における安
全確保のための地域の
関係団体の取組

・登下校時、授業中、学校開放時等における安全確保のための関係団体
  との連携・協力の下の巡回指導等の取組の実施
・「こども110番のいえ」等の地域のボランティアの体制の整備・充実
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

＜緊急時の安全確保＞

　項目 具体的な取組内容

不審者の情報がある場
合の取組体制の整備

・ＰＴＡ、自治会、地域防犯協会、青少年教育団体の協力を得ての各家
  庭への注意喚起
・授業中や放課後等における学校内や周辺、校区内の巡回指導、集団登
  下校への同伴などの取組体制の整備
・学校や関係機関等からの注意喚起の文書等の各家庭への配布、地域で
  の掲示、電話、メールの配信等、速やかな周知体制の整備　等
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救急車が到着するまでの間に傷害の状

…　資料編「登下校中の不審者情報・事件対応フロー」179ページ参照




